
【採用予定日】

愛媛県農林水産研究所林業研究センター　

1 募集内容

（１） 募集区分

1名

（2） 応募資格

【一般事項】

◆ 国籍及び年齢は問いません。

◆ 地方公務員法第１６条の各号のいずれかに該当する人は応募できません。

【個別事項】

◆ スギ・ヒノキの剪定や造林用樹種の植栽の経験があること

◆ スギ・ヒノキなど造林用樹種の樹高等測定の経験があること

◆ 久万高原町もしくは隣接市町在住であること

2 選考方法、選考日

① 林業研究センターにおいて面接を行います。

② （別途お知らせします）

3 応募方法

　封筒の表に　「試験研修地作業補助員Ａ（普通作業）募集申込み」　と朱書きしてください。

　なお、提出された履歴書は、返却いたしません。

4 受付期間

～

※

※ 郵送の場合は、当日消印有効。

令和8年2月1日

松山市久谷試験地、東温研修地

林業研究センター（久万高原町）、川内試験地

内子採種園、三坂試験地、横谷試験地

林業研究センター特定業務職員（試験研修地作業補助員Ａ（普通作業））募集案内

採種園母樹等の補植準備、
調査等の補助

勤務場所 募集人数

直接提出の場合は、祝日を除く月曜日から金曜日までの業務時間中(午前８時30分から午
後５時15分まで)。

試験研修地作業補
助員Ａ（普通作業）

募集職種

令和8年1月14日

　市販のＡ４判(Ａ３判２つ折り可)の履歴書に必要事項を記入し、申込前３か月以内に撮影した顔
写真(上半身・脱帽・正面向き)を貼って、林業研究センターに直接提出、又は郵送してください。

令和8年1月14日 令和8年1月19日

　選考に際して取得した個人情報は、適正に管理し、選考及び採用に関する事務以外の目的に
は使用しません。ただし、採用者の個人情報は人事情報として使用します。

業務内容

令和8年1月下旬

地方公務員法第１６条(抜粋）
1　禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2　当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処された者
4　日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張
する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者



5 勤務条件

（１） 任用期間

～

◆ 勤務成績が良好であれば、再度任用されます。

◆ その後も公募による応募が可能です。

（2） 勤務日

3日 10日 18日

（注意：勤務日は天候等により変更する場合があります。）

（3） 勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで（休憩時間1時間）

（4） 報酬・手当

交通（通勤）費支給

（5） 服務規程

地方公務員法の服務の規定が適用されます。

6 問い合わせ先

〒７９１－１２０５　久万高原町菅生２番耕地２８０番地３８

　愛媛県農林水産研究所林業研究センター　研究指導室

　電話：０８９２－２１－２２６６

21,000円/日

3日間 予定日：

令和8年2月1日 令和8年2月28日


